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議案第１２３号 

   和解について（通行地役権確認等） 

市を被告とする訴訟について、次のとおり和解を成立させるため、地方自治法（昭和

２２年法律第６７号）第９６条第１項第１２号の規定により、議会の議決を求める。 

 

令和 ７ 年１２月１６日提出 

 

小田原市長 加 藤 憲 一       

 

１ 事 件 名  令和４年（ワ）第７１３号 通行地役権確認等請求事件 

２ 係属裁判所  横浜地方裁判所小田原支部 

３ 相 手 方  原 告 甲 神奈川県小田原市栄町三丁目２２番１４号 

株式会社シャルキトリー・ヒロヤ 

代表取締役 大 西 宏 昭 

         原 告 乙 市内在住者 

         原 告 丙 市内在住者 

         補助参加人 小田原市第五区自治会 

４ 事件の概要  市内栄町三丁目地内において、原告甲が原告丙から賃借する土地を

要役地、市が所有する土地（別紙図面２の（３）の土地の一部）を承

役地とする通行地役権が存在することを確認し、原告らの通行地役権

設定登記をすること、又は原告らの時効取得による通行地役権設定登

記をすることを市に求めたもの。 

５ 和解の概要 (1) 原告らは、被告から水路占用許可を受けた別紙図面１の（１）の

土地について、補助参加人が、原告甲の占用目的を妨げない範囲で

これまでとおりの方法で利用することができることを妨げない。 

(2) 補助参加人は、被告から水路占用許可を受けた別紙図面１の 

（２）の土地について、当該占用許可による占用、別紙図面２の 

（３）の土地の賃貸借契約に基づく占有目的を妨げない範囲で、原

告甲がこれまでとおりの方法で利用することを妨げない。 

(3) 補助参加人は、別紙図面２の（４）の土地について、(2)に記載の



- 2 - 

補助参加人の賃借権による使用を妨げない限り、原告甲がこれまで

とおりの方法で利用することを妨げない。 

(4) 原告らと被告は、原告甲には別紙図面１の（１）、（２）及び別

紙図面２の（３）の土地について、原告甲の占用許可で認められた

利用権を超えて利用権・占有権はなく、別紙図面２の（４）の土地

を含む別紙図面２の（３）の土地について、通行地役権や通行を認

める一切の利用権が存在しないことを相互に確認する。 

(5) 原告乙は、本事件に関連して令和４年に横浜地方裁判所に対し請

求した住民訴訟の事件を取り下げる。 

(6) 原告らは、その余の請求を放棄する。 

(7) 原告らと被告の間には、別紙図面１の（１）、（２）及び別紙図

面２の（３）、（４）の各土地に関して、水路占用許可に基づく権

利義務を除き、本和解条項に定めるもののほかに、何らの債権債務

が存在しないことを相互に確認する。 

(8) 原告らと補助参加人の間には、別紙図面１の（１）、（２）及び

別紙図面２の（３）、（４）の各土地に関して、本和解条項に定め

るもののほかに、何らの債権債務が存在しないことを相互に確認す

る。 

(9) 訴訟費用は、各当事者の負担とする。 
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別紙図面１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ａ 

Ａ１３１ 

ｄ 

Ａ１３２ 

ｇ 

ｋ ｉ ｈ 

Ｐ１ 

Ｐ２ 

Ｐ３ 

Ｐ５ 

五 区 

公民館 

Ｐ４ 

五 区 

山 車 

格納庫 

（１） 

※おおむね a、A131、

d、P2、P1、aの各点

を順に結んだ線に

囲まれた部分及び

g、k、i、h、gの各

点を順に結んだ線

に囲まれた部分 

（２） 

※おおむね d、

A132、g、h、P5、

P4、P3、P2、dの

各点を順に結ん

だ線に囲まれた

部分 

 

 

座標リスト 

境界点 Ｘ Ｙ 境界標示 

ｄ ―８１８４０．５６３ ―６１２５１．３３８ 計算点 

Ｐ３ ―８１８３９．５６７ ―６１２４７．３３６ 計算点 

Ｐ２ ―８１８３９．４６９ ―６１２４７．３２３ アルミプレート 

Ｐ１ ―８１８３３．９１９ ―６１２４６．８３４ アルミプレート 

ａ ―８１８３０．９８８ ―６１２５０．３２７ アルミプレート 

Ａ１３１ ―８１８３１．４６８ ―６１２５０．３７８ コンクリート杭 

ｇ ―８１８４７．８２７ ―６１２５２．４４３ 計算点 

ｈ ―８１８４８．２１６ ―６１２４８．５２２ 計算点 

Ｐ５ ―８１８４６．９１０ ―６１２４８．３５３ 計算点 

Ｐ４ ―８１８４５．５９４ ―６１２４８．１８２ 座標点 

Ａ１３２ ―８１８４３．７６１ ―６１２５１．６７６ コンクリート杭 

ｋ ―８１８４８．８１９ ―６１２５２．６３０ 計算点 

ｉ ―８１８４９．２１３ ―６１２４８．６５１ 計算点 
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別紙図面２ 

 

 

 

 

 

 

 

Ｐ１ 

Ｐ２ 

Ｐ３ 

Ｐ１３ 

Ｐ５―１ 

Ｐ１２ 

Ｐ１１ 

Ｐ１０ 

Ｐ９ 

五 区 

公民館 

Ｐ６ Ｐ７ Ｐ８ 

Ｐ４ 

五 区 

山 車 

格納庫 

（４） 

※おおむね P1、P2、

P3、P12、P13、P1の

各点を順に結んだ

線に囲まれた部分 

（３） 

※おおむね P1、P2、

P3、P4、P5-1、P6、

P7、P8、P9、P10、

P11、P12、P13、P1

の各点を順に結ん

だ線に囲まれた部

分 

 
 

 

座標リスト 

境界点 Ｘ Ｙ 境界標示 

Ｐ９ ―８１８５１．７２２ ―６１２３６．３７８ 計算点 

Ｐ１０ ―８１８４１．６３９ ―６１２４１．２５４ アルミプレート 

Ｐ１１ ―８１８４０．６４６ ―６１２４１．７２０ アルミプレート 

Ｐ１２ ―８１８３７．８７３ ―６１２４３．６３３ 計算点 

Ｐ１３ ―８１８３４．９２５ ―６１２４５．６６８ アルミプレート 

Ｐ１ ―８１８３３．９１９ ―６１２４６．８３４ アルミプレート 

Ｐ２ ―８１８３９．４６９ ―６１２４７．３２３ アルミプレート 

Ｐ３ ―８１８３９．５６７ ―６１２４７．３３６ 計算点 

Ｐ４ ―８１８４５．５９４ ―６１２４８．１８２ 座標点 

Ｐ５―１ ―８１８４７．２６７ ―６１２４７．５７６ アルミプレート 

Ｐ６ ―８１８５５．３２５ ―６１２４４．６５４ アルミプレート 

Ｐ７ ―８１８５３．３４７ ―６１２４０．１０６ 座標点 

Ｐ８ ―８１８５３．１０４ ―６１２３９．５４６ 座標点 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

事 件 議 案 説 明 資 料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 



 



- 5 - 

議案第１２３号 

和解について（通行地役権確認等） 

 

   

 

    

 

（１） 

 

（２） 

 （４） 
※（３）のうち斜線部分 五 区 

公民館 

 

五区山車格納庫 

 

（３） 
※実線で囲まれた部分 

位置図 

対象箇所 

 

原告甲及び丙 

の 所 有 建 物 
市道００１５ 

 

国道２５５号 

 


